
 
 
 

光市公告第３３号 

 条件付き一般競争入札を行うため、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１

６号）第１６７条の６第１項の規定により、下記のとおり公告する。 

  令和８年６月２２日 

 

 

光市長 芳 岡   統    

 

記 

 

１ 業務名 

  光市営住宅エレベーター保守点検業務 

 

２ 業務場所 

  光市営住宅（３箇所） 

 (１) 光市浅江二丁目３番２０号 市営平岡台住宅 

 (２) 光市浅江七丁目７番３号  市営緑町住宅３号棟 

 (３) 光市浅江七丁目２６番４号 市営緑町住宅４・５号棟 

 

３ 業務内容 

  別紙１保守点検業務仕様書のとおり 

 

４ 契約期間 

  令和８年１０月１日から令和１１年９月３０日まで 

  （地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３及び光市長期継

続契約を締結することができる契約に関する条例（平成１９年光市条例第１

８号）第２条の規定による長期継続契約） 



 
 
 

 

５ 入札参加資格 

  次のいずれにも該当すること。 

 (１) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

 (２) 令和８年度光市物品調達等競争入札参加資格者名簿の「業務委託（建

物等の保守管理・運営）、エレベーター設備保守」に登録されていること。 

 (３) この公告の日から入札の日までの間のいずれの日においても市の指名

停止期間中等でないこと。 

 (４) 相互に資本関係又は人的関係のある者が同一案件に参加していないこ

と。 

 (５) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続の適

用を受けている者にあっては、同法に基づく裁判所からの更生計画認可の

決定がされ、市の再審査を受けていること。 

 (６) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続の適

用を受けている者にあっては、同法に基づく裁判所からの再生計画認可の

決定がされ、市の再審査を受けていること。 

 (７) エレベーターの保守点検業務に係る「昇降機等検査員」等の資格者を

本業務の責任者として従事させることができること。 

 (８) 故障等緊急時に速やかに対処できるよう、光市、周南市、下松市、田

布施町、平生町、柳井市又は岩国市に本社、支店、営業所等を有すること。 

 (９) 別紙１保守点検業務仕様書に示す業務を安定的かつ適正に実施できる

こと。 

 

６ 申請書類 

 (１) 一般競争入札参加資格確認申請書 

 (２) エレベーター保守点検業務に従事する職員名簿 

  ア 配置予定技術者の資格及び実務経験調書 



 
 
 

  イ 昇降機等検査員資格者証（写） 

 (３) 安全管理体制表（様式任意） 

 (４) 交換部品、工具及び消耗品の保管場所の所在地を示したもの（様式任

意） 

 (５) 災害時及び緊急時に係る連絡体制表（様式任意） 

 

７ 設計図書及び申請書類の入手方法 

  光市建築住宅課のホームページからダウンロードすること。 

 

８ 申請方法 

 (１) ６に掲げる書類を、光市建築住宅課（〒７４３－８５０１ 光市中央

六丁目１番１号）に持参又は郵送により提出すること。なお、郵送の場合

は、送付記録が残る方法で提出期限までに必着とすること。 

 (２) 申請書類の提出期限は、令和８年７月３日（金）午後５時１５分まで

とする。なお、申請書類の訂正及び差替えは、申請書類提出期限後はでき

ない。 

 

９ 入札参加資格確認通知 

  申請書類の審査後、入札参加については、令和８年７月７日（火）に別途

「一般競争入札参加資格確認通知書」をファクシミリで通知する。 

 

１０ 質問の方法 

 (１) 一般競争入札参加資格確認通知書を通知した者のうち、入札参加資格

を有すると認められたものは、本契約及び入札に関して質問があるときは、

ファクシミリにより質問書を提出すること。 

   ＦＡＸ番号 ０８３３－７２－６１６６（光市入札監理課） 

 (２) 質問書の提出期限は、令和８年７月１０日（金）正午までとする。 



 
 
 

 (３) 質問の回答は、令和８年７月１３日（月）までに、入札参加資格を有

すると認められたもの全員に、質問内容と併せてファクシミリにより書面

で回答する。 

 

１１ 入札日時及び場所 

 (１) 入札日時 令和８年７月１４日（火） 午前１０時 

 (２) 入札場所 光市役所３階 大会議室１号室 

 

１２ 入札保証金 

  免除 

 

１３ 入札に関する事項 

 (１) 入札書の記載 

  ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００

分の１０に相当する額（その額に１円未満の端数があるときは、これを

切り捨てる。）を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に

記載すること。 

  イ 入札書に記載する金額は、年額委託料とし、エレベーターの保守（リ

モートメンテナンスの保守を含むフルメンテナンス契約）、法定検査・点

検及び報告に係る合計金額を記載すること。 

  ウ 入札書に記載する日付は、入札日の日付とすること。 

 (２) 入札の執行 

  ア 郵送での入札書の提出は認めない。 

  イ 入札書の提出は、入札書を件名及び入札者の名称を表記した封筒に入

れて、入札箱に入れることにより行う。入札箱に投函後の書換え、引換



 
 
 

え、撤回等はできない。 

  ウ 本入札では予定価格を定めており、入札書の金額が予定価格以下で、

かつ、最低価格である者を落札者とする。なお、開札の結果、落札者と

なるべき者が２人以上いる場合は、くじで落札者を決定する。 

  エ 入札の回数は、３回までとする。１回目で落札した場合は、１回で終

了する。この１回目の入札に参加しなかった者は、再度の入札には参加

できない。 

  オ 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により、随意契

約を締結することができるときは、エによる最低入札価格と予定価格の

差が６パーセントの範囲内のときとする。 

  カ 入札の無効は、光市財務規則（平成１６年光市規則第４７号）の例に

よる。 

 (３) その他 

  ア (１)及び(２)に掲げるもののほか、入札及び契約に関する事項は、光

市財務規則、光市物品調達等の指名競争入札に関する要綱（平成２０年

光市告示第５号）、光市長期継続契約を締結することができる契約に関す

る条例及び光市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

施行規則（平成１９年光市規則第９号）の例による。 

  イ 落札決定後、契約締結までの間に落札者が入札参加資格の制限又は指

名停止等の措置を受けた場合は、契約を締結しない。 

 

１４ 委託料の支払 

  支払の方法については、落札後に協議の上、決定するものとする。 


